
③

規
程
、
規
則
改
正

の
大
邸
に
つ
い
て
講
油
を
行
う
。

同
月
二
十
四
日
と
六
月
七
日
の
二
回
、
東
京
都
建
設
局
技
官
大
河
原
存
雄
ほ

建
築
科
（
同
前
）
の
発
案
に
よ
り
建
築
法
規
に
関
す
る
特
別
講
義
を
行
う
。

同
月
＝
―
十
一
日
元
教
授
水
谷
武
彦
は
構
造
原
理
授
業
担
任
講
師
を
紙
託
さ

ひ
で
お

れ
、
六
角
穎
雄
（
昭
和
十
二
年
漆
工
部
卒
）
は
漆
工
部
講
師
を
噸
託
さ
れ

る
。

六
月
六
日
藤
田
嗣
治
は
図
案
部
（
広
川
松
五
郎
）
の
発
案
に
よ
り

「
巴
里

装
飾
美
術
談
」
と
題
し
て
特
別
講
義
を
行
う
。

同
月
十
六
日
山
本
数
市
、
菊
池

一
雄
、
佐
藤
謙
一＿一
は
講
師
を
堀
託
さ

れ

る。

七
月
十
二
日
文
部
事
務
官
中
村
正
義
は
本
校
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

詞
月
二
十
五
日
上
野
直
昭
は
正
倉
院
評
議
会
員
を
委
郎
さ
れ
る
。

詞
月
二
十
六
日
脇
本
楽
之
軒
は
古
美
術
研
究
の
た
め
八
月
十

一
11
よ
り
十

七
日
ま
で
岐
阜
県
邸
山
市
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

八
月

i

―-
+
―
日
柄
水
正
雄
は
漆
工
部
講
師
を
、
渡
辺
武
夫
お
よ
び
紙
北
川

合
沖
は
師
範
科
講
師
を
屎
託
さ
れ
る
。
講
師
飯
田
喜
代
鋭
お
よ
び
邸
託
辿

藤
利
次
は
依
願
解
駈
と
な
る
。
斎
藤
外
は
鍛
金
部
授
業
を
隅
託
さ
れ
る。

十
二
月
二
十

日

岡

本

静
二
、
木
下
栄
昇
、
望
月
消
は
文
部
事
務
官
に
任
命

さ
れ
、
本
校
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

同
月
三
十

一
日
講
師
丸
井
金
蔵
は
依
願
解
邸
と
な
る
。
文
部
教
官
品
田
似

ー
は
本
校
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
、
同
末
田
利
一
は
工
芸
技
術
講
習
所
勤
務
を

命
ぜ
ら
れ
る
。

第
八
条

昭
和
二
十
二
年
二
月
改
正
の
「
束
京
美
術
学
校
規
程
」
と
「
東
京
美
術
学
校

規
則
」
を
掲
載
す
る
。
前
者
の
原
本
は

「
昭
和
二
十
二
年
束
取
美
術
学
校

生
徒
課
」
と
迎
す
る
文
苫
綴
に
収
録
さ
れ
て
い
る
脱
写
版
印
刷
物
。
後
者
は

「
昭
和
二
十
三
年
七
月
康
京
芸
術
大
学
案
」
と
姐
す
る
文
因
綴
に
収
録
さ
れ

て
い
る
ペ
ン
内
き
文
書
。
新
字
に
統
一
し
て
転
載
す
る
。
こ
れ
ら
は
本
校
蚊
後

の
規
程
、
規
則
で
あ
る
。
双
方
と
も
昭
和
二
十
二
年
四
J
J
-
F
l
か
ら
適
用
と
あ

る
が
、
実
際
は
二
十

一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
さ
れ
た
。

束

京

美

術

学

校

規

程

（

蜘

醒

紅

冠

町
[
I
仰
）

第
i

条
東
京
美
術
学
校
の
学
科
を
分
け
て
本
科
及
び
師
範
科
と
す
る

第
二
条
本
科
及
び
師
範
科
の
修
業
年
限
は
三
ヶ
年
乃
至
六
ケ
年
と
す
る

第
三
条
本
科
及
び
師
範
科
に
入
学
す
る
こ
と
を
得
る
者
は
予
科
を
修
了
し
た

る
者
と
す
る
但
予
科
を
修
了
し
な
い
者
と
雖
も
特
に
美
術
に
閑
し
才
能
あ

り
と
認
め
る
者
は
鈴
衡
の
上
之
を
入
学
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る

第
四
条
本
科
を
分
け
て
絵
画
科
彫
刻
科
工
ヰ
百
科
及
び
建
築
科
と
す
る

絵
画
科
を
油
両
、
毛
煎
、
彫
刻
科
を
塑
造
、
木
彫
、
工
芸
科
を
図
案
、
漆

工
、
金
工
の
各
部
に
分
け
る

第
五
条
本
科
の
各
学
科
、
師
範
科
の
学
科
目
及
ぴ
其
の
授
業
総
時
数
は
第

i

号
表
〔
規
則
と
頂
複
す
る
た
め
省
略
〕
に
よ
る

第
六
条
東
京
美
術
学
校
に
手
科
を
骰
く
。
予
科
の
修
業
年
限
は
一
年
と
す
る

悌
七
条
予
科
に
入
学
す
る
こ
と
を
得
る
者
は
中
学
校
邸
等
女
学
校
第
四
学
年

修
了
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
あ
る
者
に
就
き
試
験
の
上
学
校
長
が

こ
れ
を
定
め
る

予
科
の
学
科

n及
び
そ
の
授
棠
総
時
数
は
第
二
刃

〔規
則
と
T
複
す

第4卒戦後復典期 1050 



る
た
め
省
略
〕
表
に
よ
る

第
九
条
束
京
美
術
学
校
に
選
科
及
び
聴
講
生
を
骰
く
こ
と
が
出
来
る

選
科
及
び
聴
講
生
に
閲
す
る
規
程
は
学
則
に
お
い
て
こ
れ
を
定
め
る

附

則

こ
の
省
令
は
昭
和
二
十
二
年
四
月

一
日
か
ら
こ
れ
を
適
用
す
る

こ
の
省
令
を
実
施
す
る
際
在
学
す
る
生
徒
の
学
科
、
学
科
目
及
ぴ
其
の

授
業
総
時
数
は
新
旧
規
程
を
樹
酌
し
て
学
校
長
が
こ
れ
を
定
め
る

東
京
美
術
学
校
規
則
（
昭
和
廿
二
年
二
月
改
正
）

目
次
〔
省
略
〕

第

一

窃

総

則

第
一
条
本
校
は
専
門
学
校
令
に
拠
り
専
門
の
美
術
家
を
投
成
す
る
を
主
旨
と

し
兼
て
図
画
及
手
エ
教
員
を
投
成
す

第
二
条
本
校
は
学
科
を
分
け
て
木
科
及
師
範
科
と
す
る

第
三
条
本
科
及
師
範
科
の
修
業
年
限
は
一-l
ケ
年
乃
至
六
ケ
年
と
す

第
四
条
本
科
及
師
範
科
に
入
学
す
る
こ
と
を
得
る
者
は
予
科
を
修
了
し
た
る

者
と
す
但
予
科
を
修
了
せ
ざ
る
者
と
雖
も
特
に
美
術
に
関
し
才
能
あ
り
と

認
め
る
者
は
姪
衡
の
上
之
を
入
学
せ
し
め
る
こ
と
を
得

第

二

卒

本

科

第
五
条
本
科
を
分
け
て
絵
画
科
、
彫
刻
科
、
工
芸
科
及
び
建
築
科
と
す

絵
画
科
を
油
絵
、
毛
兜
、
彫
刻
科
を
塑
造
、
木
彫
、
工
芸
科
を
図
案
、
金

工
、
漆
工
の
各
部
に
分
つ

第
六
条
本
科
の
各
科
の
学
科
目
及
び
其
の
授
業
総
時
数
右
の
如
し

但
し
授
業
総
時
数
は
最
低
時
数
を
示
す

実
技塁

、
索
描
、

毛
筆
画
）

（
及
ぴ
誓

二
五
二

0

体
育

――

1
0
 

公
民

一
四
〇

図
案
及
製
図

選
択
学
科
目

美
術
史

外
国
語
（
英
語
又
は
仏
語
）

国
臣

七
0
0

学
科
目

工
芸
科
図
案
部

,1
 

そ
ip

美
術
解
剖
学

選
択
学
科
目

美
術
史

体
育

二
―

0

公
民

一
四
〇

学
科
目

絵
画
科

授
棠
総
時
数

実

技

二

五

二

0

毛
筆
画
、
農

、
索
描
、
/
―

盃
図
案
及
び
困
道

嬰
g

-

外
国
語
（
英
語
又
は
仏
語）

一
七

00

）
 望 I三

魯 危
数 0

実
技

―-
E
1
0
 

体
育

――

1
0
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公
民

一
四
〇

物
理
化
学

美
術
史

外
国
語
（
英
語
又
は
仏
語
）

国
語

七
0
0

学
科
目

返
択
学
科
目

実

技

二

五

二

〇

塑
造
、
木
彫
、
毛
妍
画
、

一

（
墨
描
及
び
図
案

―――五
七
〇

,
1
 

至
＂

工
芸
科
金
工
部

金
属
及
金
属
材
料
学

選
択
学
科
目

授
業
粧
時
数

体
育

ニー
0

公
民

一
四
〇

／
 一

七

00

外
国
語
（
英
話
又
は
仏
語
）

一

美
術
解
剖
学

美
術
史

国
語 学

科
目

彫
刻
科

授
凍
総
時
数
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第
七
条

す出
道
、
毛
紐
画
、
美
術
解
剖
学
、
美
学
、
色
彩
学
、
考
古
学
、
風
俗
史
、
画

論
、
美
術
材
料
、
欧
米
思
想
史
、
欧
米
文
芸
史
、
物
理
化
学
、
工
芸
化
学
、

教
育
学
及
教
授
法

第
八
条
本
科
生
徒
は
所
定
の
学
科
目
を
学
修
す
る
外
許
可
を
得
て
第
七
条
の

＂
皿
条
学
科

11中
選
釈
学
科
LI
は
次
の
学
科

nか
ら
選
択
す
る
も
の
と

実

技

―

―

五

―

-
0

塁
、
毛
準
画
、
索
描
、
）

て
木
彫
及
び
図
案

計

＿

l

-

五
七
0

体
育

ニー
0

公
民

一
四
〇

選
択
学
科
H

直
羞
又
は
仏
品
）
了
。
。

美
術
史

困
屈 学

科
目

工
芸
科
漆
工
部

計▲

二
塁。

一

授
棠
総
時
数

計

建
築
裟
飾
施
行
法

建
築
構
造

三
五
七
0

建
築
材
料

図
学

美
術
史

実
技製

図
、
絵
画
、
塑
造
、
一

一
木
彫
及
び
工
芸

国
話

外
国
語

／ 

七

0
0

塁
、
鍛
金
、
鋳
金
、
朔
造
、

）

毛
箪
画
、
素
描
及
び
図
案
の
中

町
五
科
目
選
択
必
修

三
五
七
0

授
業
総
時
数

二
五
二
〇

体
脊

――

10
 

公
民

一
四
〇

学
科
目

建
築
科

汁

予
科
に
入
学
す
る
こ
と
を
得
る
者
は
中
学
校
、
邸
等
女
学
校
第
四

各
学
科

H
又
は
特
別
講
義
を
聴
謁
す
る
こ
と
を
得

第
九
条
木
科
卒
棠
後
師
範
学
校
、
中
学
校
及
邸
等
女
学
校
の
図
両
又
は
手
エ

教
且
無
試
験
検
定
を
得
ん
と
慾
す
る
者
は
在
学

111所
定
の
学
科
lI
の
外
に
左

の
学
科
目
を
修
了
す
る
こ
と
を
淡
す

教

員

志

望

者

一

教
学

ff
学

□:い「
-

図

学

ニ

―

教
授
法
及
教
授

錬
苦

図

第
十
条

工
芸
科
生
徒
は
志
望
に
よ
り
其
の
所
屈
部
の
実
技
以
外
に
工
芸
科
他

部
の
実
技
を
一
学
年

一
学
科
目
に
限
り
兼
修
す
る
こ
と
を
得

兼
修
学
科
目
は

一
学
年
を
米
位
と
し
学
年
の
始
め
に
於
て
詮
議
の
上
其
の
許

否
を
決
定
す

正
当
な
る
理
由
な
く
し
て
兼
修
を
中
止
す
る
者
は
以
後
再
び
兼
修
す
る
こ
と

を
許
可
せ
ず

兼
修
学
科
目
に
就
き
て
は
第
十
一
謡
の
試
験
規
定
を
適
用
せ
ず
と
雖
も
成
紹

優
秀
な
る
者
に
限
り
兼
修
証
舌
を
授
与
す
る
こ
と
あ
る

へ
し

第一―
―窪

予

科

第
十

一
条
本
校
に
予
科
を
骰
く
予
科
の
修
梨
年
限
は

一
年
と
す

予
科
に
は
第
四
十
五
条
の
休
学
規
定
に
依
る
の
外

ご
梵
以
上
在
学
す
る
こ
と

を
得
ず

第
十
二
条

案
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ー
ニ
六
〇

計

ー

第
十
四
条
第
十
二
条
の
学
校
に
在
学
中
の
生
徒
に
し
て
卒
業
又
は
修
了
す
ぺ

き
見
込
み
あ
り
と
当
該
学
校
長
の
証
朋
し
た
る
老
に
限
り
卒
業
右
又
は
修
了

者
に
準
ず
る
こ
と
を
得

但
し
当
該
学
校
を
卒
業
し
た
る
と
き
は
更
に
其
の
成
数
証
明
苔
を
提
出
す
ぺ

し
若
し
其
の
手
続
を
為
さ
ず
或
は
卒
哭
又
は
修
了
試
験
に
合
格
せ
ざ
る
場

合
は
入
学
を
許
可
せ
ず

物
理
化
学

数

学

目
然
科
学

美

学

外

国

語

美

術

史

国

語

実

技

体

訂
公

民

一五 一五
七
〇

七
〇

一
四
〇

七
〇

七
〇

七
0
0

五

学

科

目

一
授
某
総
時
数

一
]
 

五

英
揺
又
は
仏
滸

素
描
、
毛
筆
画
、
朔
造
、
図
案
、

エ
作
及
び
F
品
と
す

る

備

巧

西田正秋と予科生たち（石秤室に

て 仁1I1三夫氏撮影 ・提供）

美

学
美
術
史

外
国
語

国

語

~—、

喜

公体実

技
（
毛
嘩
画
、
袖
両
、
索
描
、
図
案
、

学
年
修
了
者
又
ぱ
こ
れ
と
同
笠
以
上
の
学
力
あ
る
名
に
就
き
試
験
の
上
学
校

長
こ
れ
を
定
む

第
十
三
条
予
科
の
学
科
目
及
び
そ
の
授
槃
総
時
数
左
の
如
し

授
栄
総
時
数
は
最
低
時
数
を
示
す

予
科

工
作
、
土9
辺）

ff 
民

投
潔
総
時
数

両
〇

二

io

二
五
二
〇

矛
科
に
入
学
せ
む
と
慾
す
る
れ
は
本
科
に
於
て
学
修
す
べ
き
志
吼

の
科
及
部
名
を
記
し
て
願
出
づ
べ
し

第
四
浮
師
範
科

第
十
六
条
師
範
科
の
学
科
口
及
び
，
て
の
授
業
総
時
数
左
の
如
し

師
範
科

学
科
ロ

第
十
五
条
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第
十
七
条

前
条
学
科
目
中
選
択
学
科
目
は
次
の
学
科
且
か
ら
選
択
す
る
も
の

選
択
学
科

n

一
~
一
．

＂

心
理
学
、
論
理
学
及
哲
学

教
授
法
及
教
授
錬
羽
11
法

教
育
学

図
学
及
製
因

三
五
七
〇

と
す

沿
逝
、
毛
喰
両
、
美
術
解
剖
学
、
美
学
、
色
彩
学
、
考
古
学
、
風
俗
史
、
両

論
、
美
術
材
料
、
欧
米
忠
想
史
、
欧
米
文
芸
史
、
物
理
化
学
、
工
芸
化
学
、

教
脊
学
及
教
授
法

第
十
八
条
師
範
科
の
授
業
料
は
徴
収
せ
ず

第
五
卒
研
究
科

第
十
九
条
研
究
科
を
実
技
及
学
術
の
一一
部
に
分
つ

第
二
十
条
研
究
科
の
修
業
年
限
は
二
年
以
内
と
す

第
二
十
一
条
研
究
科
に
入
学
せ
む
と
慾
す
る
者
は
学
年
の
始
め
に
於
て
実
技

研
究
者
に
在
り
て
は
其
の
窮
攻
せ
む
と
す
る
実
技
科
目
、＇
学
術
研
究
者
に
在

り
て
は
其
の
専
攻
せ
む
と
す
る
研
究
題
目
を
指
定
し
て
願
出
づ
べ
し

第
二
十
二
条
実
技
研
究
の
為
入
学
を
許
可
す
へ
き
者
は
本
校
卒
業
後
二
年
を

経
過
せ
ず
且
卒
槃
成
紹
八
十
点
以
上
の
若
と
す

学
術
研
究
の
為
入
学
を
許
可
す
べ
き
者
は
本
校
卒
業
生
に
し
て
其
の
府
格
あ

り
と
認
め
た
る
者
と
す

但
し
本
校
卒
業
生
に
あ
ら
ざ
る
も
M
符
以
上
の
学
歴
を
布
す
る
男
子
に
限
り

を
準
川
す

鈴
衡
の
上
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
あ
る
ぺ
し

第
二
十

i

i

一条
実
技
研
究
志
望
者
定
且
を
超
ゆ
る
と
き
は
卒
業
年
邸
の
近
き
も

の
を
先
と
し
同

一
年
度
の
者
に
就
き
て
は
卒
業
成
紹
の
順
位
に
よ
り
入
学
を

但
し
鋏
員
を
生
じ
た
る
場
合
に
於
て
は
本
条
の
選
に
洩
れ
た
る
者
を
以
て
補

充
し
又
は
卒
業
成
紹
八
十
点
未
満
の
者
と
雖
も
試
験
の
上
臨
時
入
学
を
許
す

こ
と
あ
る
ぺ
し

第
二
十
四
条

実
技
研
究
生
は
其
の
専
攻
学
科
目
の
外
他
の
実
技
科
目
を
兼
修

す
る
こ
と
を
得
但
し
学
年
の
始
に
於
て
詮
議
の
土
其
の
許
可
を
決
定
す

第
二
十
五
条
研
究
生
は
許
可
を
得
て
各
科
の
学
科
LIを
聴
講
す
る
こ
と
を
得

第
二
十
六
条
研
究
牛
に
し
て
其
の
成
紹
後
秀
な
る
名
に
は
製
作
伐
又
は
研
究

旅
行
股
を
給
与
す
る
こ
と
あ
る
ぺ
し

第
二
十
七
条
研
究
牛
は
毎
学
年
の
終
に
於
て
其
の
作
業
の
経
過
を
報
作
す
べ

し
学
術
研
究
生
ほ
其
の
研
究
を
終
了
し
た
る
と
き
は
其
の
結
果
を
論
文
と

し
て
捉
出
す
ぺ
し

第
二
十
八
条
研
究
生
に
し
て
其
の
研
究
学
科
目
を
修
了
し
た
る
者
に
は
考
介

の
上
修
了
証
害
を
授
与
す
る
こ
と
あ
る
ぺ
し

第

六

京

選

科

第
二
十
九
条
本
科
入
学
の
資
格
を
有
せ
ざ
る
も
本
科
各
科
の
実
技
の
み
を
学

習
せ
む
と
慾
す
る
者
は
本
科
生
に
鋏
且
あ
る
場
合
に
限
り
姪
衡
の
上
選
科
に

入
学
を
許
可
す

第
三
十
条
返
科
生
は
許
可
を
得
て
本
科
所
定
の
学
科
を
聴
講
す
る
こ
と
を
得

第
一二
十

一
条

返

科

生

に
は
特
に
規
定
す
る
も
の
A

外
本
科
生
に
関
す
る
規
定

許
可
す
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し
第
三
十
九
条

第
八
究

第
三
十
五
条

第
i

-

＿十
六
条

第
一
学
期

第
二
学
期

第
三
学
期

第
三
十
七
条

春
期
休
梨
四
月
一

nよ
り
四
月
十
日
に
売
る

豆
期
休
棠
七
月
十

一
日
よ
り
九
月
十
日
に
至
る

冬

期

休

哭

十
二

H
二
十
五
日
よ
り
翌
年

一
月
七

II
に
至
る

大
祭
Fl
‘
祝

H
、
日
耀
17
、
本
校
設
骰
記
念
日

投
業
は
前
記
休
数
日
の
外
毎
H
午
前
八
時
に
始
ま
り
午
後
四
間
に
終
る

し
時
手
に
よ
り
伸
縮
す
る
こ
と
あ
る
ぺ
し

第
九
平
入
学
及
在
学

第
一
二
十
八
条
入
学
期
は
学
年
の
始
と
す

入
学
志
塑
者
は
左
の
巾
り
類
に
検
定
料
金

し
第
七
卒

休
業
日
は
左
の
如
し

円
を
添
へ
願
出
つ
へ

学
年
、
学
期
、
投
染
及
休
染

学
年
は
四
月

i
R
に
始
ま
り
翌
年
三
Jj
i-
l十
一
日
に
終
る

学
期
を
分
ち
て
左
の
三
学
期
と
す

四
月
一
日
よ
り
八
月
三
十

一
日
に
至
る

九
月
一

Fl
よ
り
十
二
月
三
十
一
日
に
至
る

一
月
―

H
よ
り
＿
―
-
月
三
十
一

日
に
至
る

但

聴
講
生

第
i

二
十
二
条
生
徒
以
外
の
名
に
し
て
本
校
に
於
て
教
授
す
る
学
科
目

rl
―
科

H
莉
く
は
数
科
目
を
学
皆
せ
む
と
慾
す
る
者
は
教
授
上
差
支
へ
な
き
場
合
に

限
り
考
究
の
上
聴
諧
生
と
し
て
出
席
を
許
可
す

第
三
十
三
条
聴
講
生
は
本
校
所
定
の
制
服
制
紺
を
祈
J
f
l
す
る
こ
と
を
得
ず

第
三
十
四
条
聴
講
生
は
特
に
規
定
す
る
も
の
4

外
木
校
語
規
定
を
泣
守
す
べ

一
、
入
学

恩
9

（
第

一
号
t
1
式）

i

、
い
歴

h
（
第
一
一
号
害
式
）

i

、
卒
深
又
は
修
了
證
明
玉
百
或
ほ
試
験
検
定
合
格
証
明
じ
1

一
、
人
物
考
介
、
及
学
業
成
紐
表
（
第
三
号
害
式
）

一
、
戸
応
抄
本

一
、
写
真
（
蚊
近

i

i

一ヶ
月
以
内
に
撮
影
し
た
る
半
身
脱
劇
手
札
型
）

入
学
志
塑
者
に
し
て
現
に
教
戦
其
の
他
竹
公
戦
に
在
る
者
又
は
服
務
義
務
を

布
す
る
者
に
在
り
て
は
前
記
忠
類
の
外
所
屈
長
官
の
承
認
土
1

を
旅
付
す
べ
し

但
し
木
校
卒
業
生
に
し
て
研
究
科
に
入
学
を
志
01ふ
す
る
者
は
入
学
願
巾
1

及

〔
条
〕

承
認
E
]
の
外
本
校
の
し
ぃ
類
及
検
定
料
を
変
せ
ず

検
定
料
は
如
何
な
る
事
由
あ
る
も
返
付
せ
ず

第
四
十
条

111途
退
学
せ
し
者
再
入
学
を
顧
出
つ
る
と
き
は
退
学
当
時
の
栢
状

を
調
査
し
学

4
の
始
に
於
て
原
級
以
下
に
糾
入
す
る
こ
と
あ
る
へ
し

此
の
場
合
に
は
前
条
の
規
定
を
適
用
せ
す

第
四
十
一
条
入
学
を
許
可
せ
ら
れ
た
る
者
は
附
に
保
証
人
（
父
兄
豹
く
は
父

兄
に
代
り
て
其
の
直
に
任
す
る
者
）
の
辿
培
を
以
て
在
学
証
明
れ
い
（
第
四
＂
ツ

祁
式
）
を
差
出
す
べ
し

保
証
人
は
東
京
市
内
又
は
其
の
附
近
に
屈
仕
す
る
成
年
の
男
子
に
し
て

一
家

計
を
立
つ
る
者
に
限
る

第
四
十
二
条
保
証
人
死
亡
し
又
は
其
の
狩
格
を
失
ひ
た
る
と
き
は
附
に
迷
当

な
る
保
証
人
を
定
め
届
出
づ
べ
し

生
徒
及
保
証
人
住
所
身
分
等
に
異
動
を
生
じ
た
る
場
合
亦
同
じ

第
四
十
三
条

入
学
を
許
可
せ
ら
れ
た
る
名
は
二
週
間
以
内
に
本
校
所
定
の
制

服
制
射
を
調
製
、
郊
用
す
ぺ
し
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第
十
存
鋏
附
、
休
学
及
退
学

第
四
十
四
条
生
徒
妖
病
其
の
他
の
事
故
に
因
り
餓
席
し
た
る
と
き
は
其
の
事

山
を
詳
品
し

i

-

i

日
以
内
に
屈
出
つ
へ
し
。
杵
し
鋏
席
七

11
以
卜
'
1

及
ふ
と
き

は
保
証
人
辿
署
し
疾
病
に
囚
る
名
は
医
師
の
診
断
”
]
を
添
付
す
ぺ
し

第
四
十
万
条
生
徒
疾
病
其
他
己
む
を
得
さ
る
ヤ
故
に
因
り

．
学
期
以

L
休
学

を
即
出
つ
る
と
き
は
共
の
学
年
間
に
限
り
之
を
許
可
す
此
の
楊

1^1

に
ぱ
保

証
人
の
連
冴
を
以
て
其
の
下
山
を
詳
l
J中
し
疾
病
，
E

肉
る
行
ぱ
灰
師
の
診
断
It1

を
添
付
す
へ
し

但
し
研
究
生
の
休
梨
は
疾
約
の
場
合
に
限
り
之
を
許

nIす

第
四
十
六
条
生
徒
妖
病
其
他
の
事
故
に
因
り
退
学
せ
む
と
す
る
と
き
ぱ
保
証

人
の
辿
署
を
以
て
其
の
事
由
を
洋
氾
し
疾
病
に
肉
る
者
は
阪
師
の
診
断
It1
を

泳

へ
願
出
つ
へ
し

第
四
十
七
条
左
の
各
り
の

一
に
該
当
す
る
も
の
は
退
学
せ
し
む

一
、
映
席

一
年
以
上
に
及
ふ

h

二
、
学
染
成
述
の
見
込
な
し
と
認
め
た
る
わ

↓二
、
本
校
教
育
の
趣
旨
に
適
せ
す
と
認
め
た
る
行

第
十

一511
ぃ
試
験
及
卒
業

第
四
十
八
条
試
験
は
毎
学
期
末
之
を
行
ひ
三
学
期
の
評
点
を
平
均
し
て
学
年

但
し
乎
常
の
成
紹
を
考
介
し
別
に
試
験
を
行
は
す
し
て
評
点
す

る
こ
と
あ
る

へ
し

第
叫
十
九
条

十
点
以
上
、

第
万
十
条

評
点
は
各
科
H
r
1
1
点
を
以
て
渉
点
と
し

一
科
lOI
に
付
尖
技
ぱ
六

学
科
は
五
十
点
以
卜

ヤ
均
六
十
点
以
上
を
以
て
合
格
と
す

疾
病
其
他
の
ル
む
を
得
さ
る
巾
故
に
囚
り
試
験
に
敏
席
し
た
る
れ

次
学
期
開
始
後
七
11
以
内
に
其
の
れ

1
を
詳
品
し
迫
試
験
を
穎
出
つ
る
と

評
点
と
す

第
万
十
二
条i

＿

期

.
.
 q
 

フ／

9
9
 

科
別

、

第
一
期
（四
JI
納
）
第
二
期
（
卜
月
納
）
第
．．
．
 
JPI
（
-
Jj
納
）

幻

岬

四

0
0円
二

0
0円

―
1
0
0円

ー

・

研

究

科

ー

ニ
四
Q
0円

―二

0
円

―

二
0
pl

ー

選

科

二
四
Q
OFl

i
0
0円

八
0
円

八

0
円

，
 

此
滋
生
の
聡
講
料
は

．
学
年
間

；
科
IJ
に
付
金
Ji
拾
円
、

．
科
11
を
増
す
毎

に
金
五
拾
円
と
す

第
丘
卜
三
条
前
条
の
授
次
料
ぱ
其
の

J
J
+
“
f
f
よ
り
し

11
以
内
に
、

は
聴
講
紆
川
の

ff
よ
り
一―
-ff
以
内
に
納
付
す
へ
し

如
何
な
る
小
山
あ
る
も
返
付
せ
す

第
丘
卜
叫
条
授
菜
料
ぱ
疾
病
其
他

n,」
の
部
＾
＂
に
因
り
跛
席
L
又
ぱ
倅
学
9
1

処
せ
ら
る
A

こ
と
あ
る
も
本
校
に
学
耕
を
布
す
る
問
ぱ
＇く
を
徴
収
す

領

分

納

授
梨
料
の
年
額
及
分
納
期
左
の
如
し

第
十
．

i

平

授
染
料
及
聴
講
料

（花既にて

屁外＃生

(＿..II1二夫氏撮影 ・提供）

授
ト
ナ
す

第
五
十
一
条
所
定
の

科

ll
を
修
［
し
卒
哭

制
作
を
9
R
成
し
た
る

h
-」
ぱ
卒
菜
証
バ
を

聡
講
料

．
11．納
付
し
た
る
後
ば

へ
し

許
可
す
る
こ
と
あ
る

き
は
詮
議
の
ヒ
之
を
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但
し
第
四
卜
“
条
に
依
る
休
学

h
、

て
は
投
某
開
始

i

皿
な
る
と
き
は
其
の
学
期
に
納
付
す
ぺ
き
投
某
料
を
免
除
す

る―
L

と
を
行

第
五
十
五
条

倅
止
す

第
五
十
六
条

祁
五
十
七
条

第
五
十
ハ
条

第
五
十
九
条

第
六
十
条

及
第
四
十
六
条
に
依
る
退
学

h
に
対
し

本
科
牛
に
し
て
学
狩
卜
X
弁
困
難
な
る
れ
特
に
顆
出
つ
る
と
き
は

共
の
伯
状
を
謁
布
し
授
菜
料
を
減
額
又
は
免
除
し
或
は
分
納
を
許
可
す
る
こ

と
あ
る
へ
し
＇

但
し
事
佑
止
み
た
る
と
き
又
は
小
祁
＾
11
の
行
沿
あ
り
た
る
と
き
は
直
に
之
を

授
哭
料
は
左
の
各
＂
万
の

i

に
該
当
す
る

h
に
就
き
て
ほ
年
額
の

ト
i

．
分
ノ

一
相
当
額
を
徴
収
す

.
、
休
学
の
為
学
期
中
途
に
就
学
し
た
る

h

.
、
第
五
卜
五
条
に
よ
り
投
笈
料
の
分
納
を
許
可
せ
ら
れ
た
る

h

.
、
第
五
卜
五
条
の
投
笈
料
滅
免
分
納
を
停
止
せ
ら
れ
た
る

h

投
菜
料
を
納
付
期
U
に
納
め
ざ
る

h
は
未
納
中
停
学
を
命
ず

其
の
木
納
．
盆
想
皿
を
は
ゆ
る
と
き
は
除
名
す

教
科
JTI
の
図
バ
、

第
十
―――卒

懲
戒
及
表
彩

沿
＂
パ
及
材
料
怜
ぱ
牛
徒
の

n弁
と
す

但
し
其
の
一
部
を
代
卜
！
し
又
ぱ
卜
人
給
す
る
こ
と
あ
る
へ
し

特
に
材
料
を
支
給
し
て
制
作
せ
し
め
た
る
と
き
は
其
の
生
旅
＂
皿

は
本
校
の
所
布
に
加
す
る
も
の
と
す

左
の
各
項
の
一
に
該
当
す
る
も
の
は
共
の
梢
状
の
軽
煎
に
よ
り
譴

＂ハ
、
停
学
、
除
名
或
は
放
校
に
処
す

-
、
出
席
常
な
ら
さ
る
者

-i
‘
紐

5hli鋏
席
一
ヶ
月
を
超
へ
る
名

“
 

．．． 
、
本
校
11規
則
又
ぱ
牛
徒
心
得
に
背
．
J
R
せ
り
と
認
め
た
る

h

加
パ
ト

i

条

を
以
て
之
を
表
彩
す

附
則

本
規
則
を
実
施
す
る
際
在
学
す
る
牛
徒
の
学
科、

本
規
則
は
昭
和
廿
．
年
＇
四

J
j
.
1
1
よ
り
こ
れ
を
適
Jfl
す

学
科

H
及
び
其
の
投
業
総

時
数
は
新
旧
規
を
阻
酌
し
て
学
校
北
こ
れ
を
定
む

昭
和
八
年
ニ
JJ
規
定
の
東
ぃ
爪
必
術
学
校
規
則
は
本
規
則
施
行
と

M
時
に
之
を

廃
止
す

学
火
を
粕
励
し
成
紹
俊
等
＂
皿
行
力
正
な
る

h
は
適
喝
な
る
方
法

そ
の
他
の
規
則

康
ぶ
災
術
学
校
外
国
学
生
特
別
入
学
規
利
細
則
（
大
正
十

i

．一年．
i

月
）

第

一
条
相
当
学
脱
あ
る
外
国
学
生
に
し
て
本
校
入
学
を
志
刷
す
る
れ
は
外
務

れ
在
外
公
節
又
ぱ
本
邦
所
在
の
其
匡
公
館
の
紹
介
あ
る
も
の
に
限
り
＂
汲

の

上
入
学
を

"llfす
る
こ
と
あ
る
ぺ
し

第
一
条
前
条
に
依
り
入
学
を
志
願
す
る
名
に
は
本
校
，
ナ
科
入
学
校
格
相
w
J

の

学
力
検
定
試
験
を
施
し
且
一
般
入
学
名
に
諜
す
る
選
抜
試
験
を
行
ひ
之
に
＾
＂

格
し
た
る
と
き
は
人
学
せ
し
む
る
も
の
と
す

本
条
に
依
り
入
学
し
た
る

h
は
共
の
利
に
於
げ
る
丈
料
と
併
せ
て
諮
定
の
請

学
科
を
兼
修
せ
し
む
る
も
の
と
す

右
修
了
の
者
に
は
本
校
規
則
第
五
十

i

条
に
依
る
卒
裳
証
書
を
投
与
す

第
一ー一
条
学
羽
い
に
堪
ゆ
る
程
殷
の
11
本
晶
を
解
し
火
料
の
試
験
並
に
身
体
検
査

に
合
格
し
た
る
者
は
本
科
生
と
共
に
尖
羽
い
を
巧
作
せ
し
む

右
作
了
れ
に
は
実
羽
11
諜
程
の
卒
梨
証
●
い
を
投
rナ
す
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